
大正区北部地域包括支援センター
☎06-6552-4440
大正区地域包括支援センター
☎06-6555-0693

問合せ

　みんなで楽しく作って試食しましょう♪

おやこでおやつクッキング
参加者募集

イベント・募集

要予約

健康づくり 3階30番 ☎06-4394-9882問合せ

［共催］大正区食生活改善推進員協議会（つくしの会）

日時 6月30日（火） 14:30～16:00
場 所 集団検診室・栄養指導室（区役所3階）
対象 区内在住の4歳以上の

未就学児とその保護者
定員 9組（先着）
内容 調理実習・試食・

栄養のお話
費用 1人100円
持ち物 エプロン、三角巾・バンダナ等、

マスク、手ふき用タオル

対象 ①と②の条件の両方を満たしていること

持ち物 介護保険被保険者証

�月�日（土）、�日（日） 12:00～22:00
● GOSPEL SHOWER PARTY ����

�月��日（土） 13:00～18:00
● ROOFTOP×KANADE DJイベント

日時

場所
�月��日（日） 11:00～17:00
ヨリドコ大正るつぼん＆
ヨリドコ大正メイキン（泉尾2-21-7）

問合せ オルガワークス株式会社
☎��-����-����

雑貨もワークショップも盛りだくさん！
お気軽にお越しください。

詳しくはタグボート大正のInstagramを
ご覧ください。

タグボート大正

大正区イベントニュース大正区イベントニュース

大正ヨリドコ マルシェ

不妊・去勢手術助成事業
（市民税非課税世帯の方
のみ利用可）➡

⬅街ねこ

　生活自立相談支援窓口「インコス大正」では、さまざ
まな要因で生活にお困りごとのある方に対して必要な
サポートを行っています。ひとりで抱えこまずに、まず
は窓口またはお電話にてご相談ください。訪問にも対
応します。

生活のお困りごとやお悩みは
「インコス大正」へ

「昼に1匹見たら100匹はいる」と言われるゴキブ
リ。下水道など不衛生な場所を通り、細菌やウイルス
が付着した状態で家の中を動き回るため、ゴキブリ
が触れた食べ物や調理器具などから病原体が人に
感染する危険性があります。高温多湿でゴキブリが
繁殖しやすくなるこれからの時期、適切な対策をと
り、清潔な居住環境を維持しましょう。

「6月はゴキブリ防除強調月間」
適切な対策と清潔な居住環境を

地域の理解と協力のもと、野良猫に不妊去勢手術
を行い「一代限りの命」として地域で適正管理し、数
年かけて飼い主のいない猫を減らす取組が「地域
猫」（大阪市は「街ねこ」）活動です。
大阪市では「街ねこ」活動のお手伝

いをしていますので、興味のある方は
大正区役所までご相談ください。

街ねこ活動について

時間 月～金9:00～17:30（祝日・年末年始を除く）
場所
対象 区内在住で生活にお困りごとのある方や

そのご家族、地域の方
（生活保護受給中の方は対象ではありません）

区役所 1階11番窓口

働きたいのに仕事がみつからない
仕事をやめたので家賃が払えない
家族が仕事に就けず、将来が心配
子どもが不登校でひきこもりがち 等

相談内容

パインケーキ、ラッシー予定献立

行政オンラインシステム申込方法
6月8日（月）～23日（火）申込期間

無 料

インコス大正 1階11番
☎06-4394-9925 FAX06-6555-5760問合せ

● 台所周りを清潔にし、整理・整頓を心がける
● 食べ物はふた付きの容器に入れて保管する
● 粘着シートや毒餌をゴキブリの通りそうな所に置く

■こんな対策を

使用方法及び使用上の注意事項を守りましょう。
■殺虫剤を使用する場合

下水道のゴキブリの発生について
相談先：津守管路管理センター ☎06-6567-6516

生活環境 3階31番問合せ ☎06-4394-9973

生活環境 3階31番問合せ ☎06-4394-9973

詳しくは
こちら⬆

お役立ち医学知識の講座や、ゲーム感覚でワイワ
イとみんなで脳トレ、体操をしながら、たのしく認知
症予防・進行予防をしませんか？途中の日程からの
参加もOK！お気軽にご参加ください。

認知症予防・進行予防のため
『脳の健康教室』に参加しませんか

日程 6月23日（火）、7月29日（水）、8月25日（火）、 
9月29日（火）、10月27日（火）

時間 10:00～11:30

申込方法 電話

対象 区内在住の65歳以上で、介護保険制度を
利用していない方

場所 　　　　　　大正区民ホール（区役所4階）

子育て

　現況届の提出は原則不要です。
　ただし、配偶者からの暴力等により住民票の住所地
と異なる市区町村で受給している方など、現況届の提
出が必要な方には5月下旬頃に記入用紙を送付して
いますので、6月末までに区役所へご提出ください。
　期限内に現況届を提出されない場合は、令和8年6
月分（令和8年8月支払い分）以降の手
当の支給が停止されます。また、提出を
しないまま2年が経過すると、受給権が
なくなりますのでご注意ください。詳し
くは市ホームページをご覧ください。

子育て支援 3階33番問合せ ☎06-4394-9914

児童手当の現況届について

　区役所で、教科書検定制度に合格した教科書の展
示を行います。この展示は、教科書や教科に対する理
解を深めていただくため、年に1回開催するものです。
開催期間中、どなたでもご覧いただけます。
※ご意見をいただくため、あわせてアンケートにご協力も
お願いします。

こども・教育 3階34番問合せ ☎06-4394-9980

小・中学校の教科書の見本を
展示します

展示期間 6月5日（金）～6月30日（火）
※区役所開庁時間に準じる

展示場所 さわやか広場（区役所2階）

　介護保険を利用して、介護保険施設などへ入所や短
期入所した場合に、食費・居住費が負担軽減される認定
証等の有効期限は7月31日（金）です。更新希望の方は
6月30日（火）までに申請してください。なお、非課税年
金（遺族年金・障がい年金）を受給されている方は、年金
収入額と基礎年金番号の申告が必要となりますので、
年金振込通知書等の写しを添付し申請してください。

介護保険利用者負担限度額
認定証等の更新について

　区内にお住まいの高齢者（要介護高齢者）等を在宅で 
介護している市内にお住まいのご家族（介護者）に、紙お
むつなどの介護用品と交換できる給付券を交付します。

介護用品給付券を交付します

保健・福祉・健康

介護保険・高齢者福祉 3階36番
☎06-4394-9859問合せ

介護保険・高齢者福祉 3階36番
☎06-4394-9859問合せ

詳しくは
こちら⬆

①要介護高齢者が次のいずれかである
・介護保険の認定が要介護4または5
・介護保険の認定が要介護3で、認定調査票の「排
尿」「排便」のいずれかが全介助

②要介護高齢者の世帯及び介護者の世帯
ともに、世帯全員の市民税が非課税

※受給中の世帯には6月始めに更新申請の案内をお送りし
ますので期限までに提出してください。
詳しくは市ホームページをご覧ください。

要予約
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